
　●変更等が生じた場合は、水道法施行規則に定められた届出期間内に必ず届出を行ってください。

　●届出を怠った場合は、「指定の取消し」要件に該当しますので注意してください。

１．指定事項の内容に変更があった場合 （水道法施行規則第34条）

届出 ・・・・ 指定事項の内容に変更が生じた日から30日以内

　届出様式　　◆指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書　（様式第１０）

【法人事業者】

　 ① 登記簿謄本（発行日から３ヶ月以内）

② 定款又は寄付行為の写し

③ 指定給水装置工事事業者証

【個人事業者】

① 住民票（発行日から３ヶ月以内）

② 指定給水装置工事事業者証

【法人・個人共通】

① 登記簿謄本（発行日から３ヶ月以内）

② 定款又は寄付行為の写し

③ 誓約書

◇主任技術者免状の写し

注 （１）氏名・名称の変更について

（２）事務所の所在地を変更した場合は、変更先の事業所の位置図・写真（外観・室内）を添付してください。

２．主任技術者に移動があった場合 （水道法施行規則第21条）

届出 ・・・・ 選任・解任の異動があった日から14日以内

　届出様式　　◆給水装置工事主任技術者選任・解任届出書　（様式第３）

　添付書類　　◇選任の時は、主任技術者免状の写し

　　※事業所ごとに主任技術者を欠いた状態は「指定の取り消し」要件に該当しますので注意

３．事業の廃止・休止・再開の場合 （水道法施行規則第35条）

届出 ・・・・ 事業の廃止・休止の日から30日以内、また事業を再開した日から10日以内

　届出様式　　◆指定給水装置工事事業者廃止・休止・再開届出書　（様式第１１）

　添付書類　　◇廃止又は休止の場合は、指定給水装置工事事業者証を返納

変更内容 貼付書類

事業所の名称・所在地の変更
◇登記簿謄本や住民票に記載されていない事項が変更と
なる場合は、添付書類は不要です。

②法人格の変更（有限会社から株式会社への変更）は同一法人とみなし「名称の変更」の届出を行ってください。

※指定証の郵送交付を希望される場合は、返信用封筒（角２の
封筒に１８０円以上の切手貼付又はレターパック）
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　給水装置工事主任技術者の
　氏名変更 ※選任している主任技術者が改名した場合（結婚や養子縁

組等）は届け出てください。

①法人、個人を問わず事業者の商号の変更及び継承「個人から個人への相続」「個人から法人への変更」「法人から
個人への変更」「法人から法人への営業譲渡」「合併に伴う会社の設立」は指定事項での変更はできません。
　このような場合は、個人（法人）の「廃止の届出」をした後、法人（個人）の「新規指定」の申請手続きを行ってくださ
い。
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氏名・名称・住所の変更

各種変更等届出の案内


